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国立国語研究所（以下「研究所」という。）は，国語及び国民の言語生活並びに外国人に

対する日本語教育に関する科学的な調査研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表

を使命とし，多年にわたり，日本語研究の基礎データとなる大量の言語資源を整備し，大

学・研究コミュニティ・一般社会に提供するとともに，これらの言語資源に基づく先導的

な大型共同研究を国内外の大学・研究機関と連携して実施してきた。 

研究所は，引き続き，調査研究において収集または作成されたデータを適切に管理・保

存し，広く利活用に供することが，学術研究の発展のみならず社会における新たな価値の

創出，産業・文化の振興にも資するものであるとの認識に基づき，研究所における研究デ

ータの管理・保存・利活用に関する基本的な方針を，以下のとおり定める。 

 

（定義） 

第１条 このポリシーにおいて，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）研究データとは，研究所における研究活動を通じて収集または作成されたデータを

いい，デジタル・非デジタルを問わない。 

（２）根拠データとは，研究データのうち，電子ジャーナルに掲載された査読付き学術論文につ

いて掲載電子ジャーナルの執筆要領，出版規程等において，透明性や再現性確保の観点から

必要とされ，公表が求められるデータであって，資金配分機関により即時オープンアクセスを

求められているデータをいう。 

（３）研究者とは，研究所の研究教育職員のほか，研究所において研究活動に従事する者

をいう。 

（４）研究データの管理とは，研究活動の開始から終了までのデータの取扱いを定め，こ

れを実践することをいう。 

（５）研究データの利活用とは，利用者を限定せず利用を許可する「公開」と限定された

利用者にのみ利用を許可する「共有」とを含む概念とする。 

 

（研究データの管理等） 

第２条 研究データの管理・保存・利活用の方法は，それを収集または作成した者が，関連

する法令及び人間文化研究機構の規程等を遵守のうえ，他の者の権利及び法的利益を害

さない範囲内において決定することができる。 

２ 他の研究機関等と共同で収集または作成された研究データの管理等は，それら研究機関

等との取り決めによる。 

３ 研究者は，共同利用推進センター研究資料室に対し，利活用を前提とした研究データを

移管することにより，管理権限の譲渡を申し出ることができる。ただし，移管の決定は，

国立国語研究所共同利用推進センター研究資料室運用指針に定める手続きによる。 

 

 



（研究者の責務） 

第３条 研究者は，前条に掲げる範囲内において，それぞれの研究分野における法的および

倫理的要件に従って研究データを適切に管理・保存し，可能な限りそれを公開または共

有し，利活用に供する。 

２ 根拠データは，国立国語研究所学術情報リポジトリに登録するものとする。ただし，物理的制

約等により国立国語研究所学術情報リポジトリに登録できない場合には，当該根拠データの

メタデータの登録をもってかえるものとする。 

 

（研究所の責務） 

第４条 研究所は，研究データの管理・保存・利活用を支援する環境を研究者に提供する。 

２ 研究所は，研究所が管理する研究データを適切に管理・保存し，可能な限りそれを公開

または共有し，利活用を促進する。また，永続的な保存と有効な利活用のため，研究所が

管理する研究データのデジタル化を積極的に行う。 

３ 研究所は，公開または共有した研究データの信頼性，正確性，完全性等の品質保持に努

める。 

 

（免責） 

第５条 研究所は，研究所が提供する研究データの利用に伴って生じる一切の損害について

責任を負わない。 

 

 

附 則 

この方針は，令和４年１月１２日から施行する。 

附 則 

この方針は，令和８年４月１日から施行する。 


